
　川崎市中小企業融資制度一覧表① ※一覧表は一部省略しています。また、制度は年度途中で変わることがあります。 詳細は市ホームページでご確認ください。 令和８年７月１日現在

ご利用いた
だける方 融資対象者 融資限度額 融資利率

信用保証料率（市等補助後）
⇒市等補助料率

資金使途・期間 備考

（短期）１年以内　　　　年２.１％以内
（長期）１年超５年以内　年２.６％以内
　　　　５年超７年以内　年２.９％以内
　　　　７年超　　　　　年３.１％以内
　又は制度所定変動金利
　（短プラ＋０.７％以内）※１

（短期）運転資金・設備資金１年以内
            （据置６か月以内を含む）
（長期）運転資金７年以内
            （据置１年以内を含む）
　　　　設備資金１０年以内
            （据置１年以内を含む）

　５年以内　　　　　　　年２.４％以内
　５年超１０年以内　　　年２.６％以内
　１０年超　　　　　　　年３.０％以内
　又は制度所定変動金利
　（短プラ＋０.７%以内）※1

　設備資金１５年以内
　（据置１年以内を含む）

１　法人の場合：川崎市内に本店又は事業所を有し、次の⑴～⑸のすべてに該当するもの
２　個人事業主の場合：川崎市内に住所又は事業所を有し、次の⑴～⑸のすべてに該当するもの
⑴１期以上の決算（確定申告を含む）を行っていること　⑵保証申込時点で１年以上の与信取引があること
⑶既存債務の返済条件緩和が行われていないこと　　　　⑷直近の決算において債務超過となっていないこと
⑸川崎市信用保証協会の保証付き短期継続融資を並行して利用していないこと

５，０００万円
金融機関所定利率

又は制度所定変動金利
　（短プラ＋０.７%以内）※1

　運転資金１年以内
　（一括返済に限る）

中小企業者等の方で、次の１・２のいずれかの要件を満たす場合
１　当該保証付融資額の１割以上(融資期間１２か月以上)のプロパー融資※４を同時実行する場合
２　申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う場合

年０.３００％～１.４３０％
⇒川崎市：補助なし
国：年０.１１０％～

０.６３０％補助後の料率

協調支援型特別保証制度申込人資格
要件申告書兼誓約書(第１４号様式)
が必要
融資対象者２はさらに協調支援型特別
保証制度用経営行動計画書(第１５号様
式)が必要

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を
行うことを誓約する書面を提出している中小企業者の方
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高の
うち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が５割以上であるものに限る。

年０.２３０％～０.９５０％
⇒川崎市：補助なし
国：年０.２２０％～

０.９５０％補助後の料率

モニタリング強化型特別保証制度申込
人資格要件申告書兼誓約書(第１７号様
式)が必要

３，５００万円
　３年以内　　　　年２.２％以内
　３年超５年以内　年２.４％以内
　５年超　　　　　年２.５％以内

保証債務残高１，５００万円以下
年０.３８３％～０.９５０％

⇒川崎市：年０.０００％～
０.９５０％補助後の料率

保証債務残高１，５００万円超
年０.３８３％～１.７１０％

⇒川崎市：年０.０００％～
０.５００％補助後の料率

　運転資金・設備資金8年以内
　（据置１年以内を含む）

２，０００万円 年１.６％以内
　運転資金・設備資金１年以内
　（据置６か月以内を含む）

２，０００万円 年１.８％以内
　運転資金・設備資金５年以内
　（据置１年以内を含む）

３００万円 年１.７％以内
　運転資金４年以内
　（据置６か月以内を含む）

従業員２０人以下(商業・サービス業は５人以下)の小規模企業者の方(◎・▲) ２，０００万円

　３年以内　　　     年１.９％以内
　３年超５年以内     年２.１％以内
　５年超８年以内     年２.２％以内
　８年超                 年２.３％以内

年０.４５０％～１.１００％
⇒川崎市：年０.０００％～
１.１００％補助後の料率

　運転資金・設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

全国の信用保証協会による既存
保証付融資残高との合計で、
２，０００万円の範囲内となる
新規の保証に限る

川崎市が定める産業拠点地区及び工業専用地域に進出する中堅(資本金１０億円以下又は従業員５００人以下
の会社又は個人)・中小企業者等の方

運転資金
２億８，０００万円

設備資金
２０億円

　運転資金　　　　年２.６％以内
　設備資金　　　　年２.７％以内

保証付きの場合
年０.４５０％～１.９００％

⇒川崎市：補助なし

　運転資金７年以内
　（据置１年以内を含む）
　設備資金１５年以内
　（据置１年以内を含む） ※２

１　土地収用法第３条各号に掲げる事業及び都市計画法第４条第１５項の規定による都市計画事業により産業
　　拠点地区から移転を余儀なくされた方のうち川崎市内に立地する方
２　川崎市内のインキュベーション施設(かわさき新産業創造センター、かながわサイエンスパーク、テクノハ
　　ブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター、ナノ医療イノベーションセンター)に入居し
　　た方のうち川崎市内に移転する方

２億８，０００万円 年２.５％以内
年０.２２５％～０.９５０％

⇒川崎市：年０.２２５％～
０.９５０％補助後の料率

　運転資金７年以内
　（据置１年以内を含む）
　設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む） ※２

１　事業を営んでいない個人で、具体的な開業計画を有し、１か月以内に新たに個人事業を開始する方又は２
　　か月以内に新たに会社を設立し事業を開始する方(認定特定創業支援等事業を受けて創業しようとする場合
　　はいずれも６か月以内)(◎・▲)
２　事業を営んでいない個人による開業で、開業後５年未満の中小企業者等の方(◎・▲)
３　事業を継続している会社により新たに設立（分社化）された会社で、具体的な開業計画を有する方又は設立
　　後５年未満の中小企業者等の方(◎・▲)
４　個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから５年未満の方
(１～４はいずれも創業関連保証を利用)(◎・▲)

３，５００万円
※３

年０.０００％
⇒川崎市：年０.５００％補助

　＋
川崎市信用保証協会：

年０.３００％引下げ後の料率

5　開業後１年未満の中小企業者等の方(一般保証を利用)(▲) １，０００万円 年０.４５０％～１.９００％
⇒川崎市：補助なし

女性･若者･シニア
起業家支援資金

上記アーリーステージ対応資金の１～４のいずれかの要件を満たし、代表者が「女性」「３０歳未満」「５０歳以上」
のいずれかに該当する方(創業関連保証を利用)(◎・▲) ３，５００万円

※３

年２.１％以内
①借入金の１/３以上の自己資金

⇒年２.０％以内
②借入金の１/２以上の自己資金

⇒年１.９％以内
又は制度所定変動金利

（短プラ＋０.７％以内）※１

年０.０００％
⇒川崎市：年０.５００％補助

　＋
川崎市信用保証協会：

年０.３００％引下げ後の料率

国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱」の資格要件を満たす中小企業者等の方(会社のみ対象)
保証申込受付時点において税務申告を１期終了していない創業者については、創業資金総額の１/１０以上の
自己資金を有すること
(経営者保証を不要とするスタートアップ創出促進保証（SSS保証）を利用)(◎・▲)

３，５００万円
※３

年２.２％以内
①借入金の１/３以上の自己資金

⇒年２.１％以内
②借入金の１/２以上の自己資金

⇒年２.０％以内
又は制度所定変動金利

（短プラ＋０.７％以内）※１

年０.５００％
⇒川崎市：年０.５００％

補助後の料率

   運転資金１０年以内
   設備資金１０年以内
　（いずれも据置１年以内を含むが、
　金融機関のプロパー融資※４と同
　時に実行又はプロパー融資残高が
　ある場合は据置３年以内とする）

創業計画書(第８号様式)が必要

中小企業
者等の方

全般
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者等の方(棚卸資産を担保とする場合は法人に限る) ２億５，０００万円 年２.５％以内

年０.３４０％
⇒川崎市：年０.３４０％

補助後の料率
　運転資金・設備資金１年以内

事
業
承
継
を
行
う
方

次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者等の方
⑴川崎市信用保証協会の保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
⑵令和２年１月１日から令和７年３月３１日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から３年
　を経過していないもの
⑶次の①～④に定める全ての要件を満たすこと
　なお、①～③については、川崎市信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、
　川崎市信用保証協会への申込日時に満たしていることを要するものとする
　① 資産超過であること
　② ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が１０倍以内であること
　③ 法人・個人の分離がなされていること
　④ 返済緩和している借入金がないこと

中小企業者
２億８，０００万円

　
協同組合等

４億８，０００万円

年１.９％以内
年０.０００％～０.９５０％

⇒川崎市：年０.２００％～
１.１５０％補助後の料率

　事業資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

信用保証協会所定の申込資料のほか、
次の⑴⑵と、状況により⑶～⑸の書類
が必要
⑴事業承継計画書
⑵財務要件等確認書
既往借入金を借り換える場合
→⑶借換債務等確認書
既往借入金を借り換える場合で申込金
融機関以外からの借入金を含むとき
→⑷他行借換依頼書兼確認書
信用保証料０％(市全額補助)の場合
→⑸ガバナンス体制の整備に関
するチェックシート
※プロパー融資※４も借換え対象

事 業 承 継 特 別 保 証 資 金

川崎市の確認(第６号様式)が必要

　運転資金７年以内
　（据置１年以内を含む）
　設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）
　※市内設備に限る

年２.２％以内
①借入金の１/３以上の自己資金

⇒年２.１％以内
②借入金の１/２以上の自己資金

⇒年２.０％以内
又は制度所定変動金利

（短プラ＋０.７％以内）※１ 創業計画書(第７号様式)が必要
(税務申告を１期以上終えてい
る方は省略可)

ス タ ー ト ア ッ プ
創 出 促 進 資 金

川
崎
市
に
進
出
を

考
え
て
い
る
方 企 業 立 地 促 進 資 金

新
た
な
取
組
を
す
る
方

創
業
支
援
資
金

ア ー リ ー ス テ ー ジ
対 応 資 金

産 業 立 地 促 進 資 金産
業
立
地
促
進
資
金

年０.２２５％～０.９５０％
⇒川崎市：年０.２２５％～
０.９５０％補助後の料率

小 口 サ ポ ー ト 型 ★

ミ ニ ★

小 口 零 細 対 応
小 規 模 事 業 資 金 ★

流 動 資 産 担 保 資 金

制度名

中小企業者等の方

中小企業者
２億円

　
協同組合等

４億円設備強化支援資金★

短 期 継 続 資 金 ★

小
規
模
な
事
業

を
営
む
方

小
規
模
事
業
資
金

小 規 模 事 業 資 金 ★

従業員３０人以下(商業・サービス業は１０人以下)の小規模事業者の方

短 期 サ ポ ー ト 型 ★

モ ニ タ リ ン グ 強 化 型
特 別 資 金 ★

中
小
企
業
者
等
の
方
全
般
、

資
金
繰
り
の
安
定
化
を
図
り
た
い
方

振
興
資
金

中小企業者
２億８，０００万円

　
協同組合等

４億８，０００万円

　運転資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）
　設備資金１０年以内
　（据置３年以内を含む）
   ※運転設備資金の場合は設備資金と
　　同様の期間

（短期）１年以内　　　　年２.１％以内
（長期）１年超５年以内　年２.６％以内
　　　　５年超７年以内　年２.９％以内
　　　　７年超　　　　　年３.１％以内
　又は制度所定変動金利
　（短プラ＋０.７％以内）※１

年０.４５０％～１.９００％
⇒川崎市：補助なし

協 調 支 援 型
特 別 資 金 ★

振 興 資 金 ★



　川崎市中小企業融資制度一覧表② ※一覧表は一部省略しています。また、制度は年度途中で変わることがあります。 詳細は市ホームページでご確認ください。 令和８年７月１日現在

ご利用いた
だける方 融資対象者 融資限度額 融資利率

信用保証料率（市等補助後）
⇒市等補助料率

資金使途・期間 備考

１　最近３か月間又は６か月間の月平均売上高、平均売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいずれかが、前
　　年又は前々年の同期と比べて減少している中小企業者等の方(なお、米国関税措置の影響を受けている場
　　合は、今後3か月間又は6か月間について減少する見込みである中小企業者等の方を含む)
２　主要な取引先からの最近３か月間又は６か月間の月平均受注額が、前年又は前々年の同期と比べて減少し
　　ている中小企業者等の方(なお、米国関税措置の影響を受けている場合は、今後3か月間又は6か月間につ
　　いて減少する見込みである中小企業者等の方を含む)

年１.８％以内

３　為替変動の影響により、最近３か月間又は６か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期と比べて１０
　　％以上減少している中小企業者等の方、若しくは平均売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいずれかが、
　　前年又は前々年の同期と比べて５％以上減少している中小企業者等の方

年１.７％以内

４　取引先の支払条件が変わり、資金繰りが困難になっている中小企業者等の方

５　中小企業信用保険法第２条第５項第５号の認定を受けた中小企業者等の方(セーフティネット保証を利用)
年０.３８３％～０.４５０％

⇒川崎市：年０.３８２％～
０.４５０％補助後の料率

市町村又は特別区の認定書が必要

１　最近３か月間又は６か月間の月平均売上高、平均売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいずれかが、前
　　年又は前々年の同期と比べて減少している中小企業者等の方(なお、米国関税措置の影響を受けている場合
　　は、今後3か月間又は6か月間について減少する見込みである中小企業者等の方を含む)
２　主要な取引先からの最近３か月間又は６か月間の月平均受注額が、前年又は前々年の同期と比べて減少し
　　ている中小企業者等の方(なお、米国関税措置の影響を受けている場合は、今後3か月間又は6か月間につ
　　いて減少する見込みである中小企業者等の方を含む)

年２.０％以内

３　為替変動の影響により、最近３か月間又は６か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期と比べて１０
　　％以上減少している中小企業者等の方、若しくは平均売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいずれかが、
　　前年又は前々年の同期と比べて５％以上減少している中小企業者等の方

年１.９％以内

４　取引先の支払条件が変わり、資金繰りが困難になっている中小企業者等の方

５　国又は市長が指定した倒産企業に、売掛金債権等を５０万円以上有している中小企業者等の方及び５０万円
　　未満の売掛金債権等しか有していないがその倒産企業との取引規模が２０％以上である中小企業者等の方

取扱金融機関による確認書
(第４号様式)が必要

６　中小企業信用保険法第２条第５項第１号の認定を受けた中小企業者等の方(◎)(セーフティネット保証を利用)

７　中小企業信用保険法第２条第５項第２号又は第６号の認定を受けた中小企業者等の方(◎)(セーフティネッ
　　ト保証を利用)

８　中小企業信用保険法第２条第５項第５号、第７号又は第８号の認定を受けた中小企業者等の方(セーフティ
　　ネット保証を利用)

年０.３８３％～０.４５０％
⇒川崎市：年０.３８２％～
０.４５０％補助後の料率

中小企業信用保険法第２条第６項の認定を受けた中小企業者等の方(◎)(危機関連保証を利用)※５ ２億８，０００万円 年２.０％以内
年０.４００％

⇒川崎市：年０.４００％
補助後の料率

　運転資金・設備資金１０年以内
　（据置２年以内を含む）

市町村又は特別区の認定書が必要

火災・風水害等の被害を受けている中小企業者等の方
年０.４５０％～０.９５０％

⇒川崎市：年０.０００％～
０.９５０％補助後の料率

り災証明書が必要

中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の認定を受けた中小企業者等の方(◎)
(セーフティネット保証を利用)

市町村又は特別区の認定書が必要

激甚災害対策資金 国が指定した激甚災害の被害を受けている中小企業者等の方(◎)(災害関係保証を利用) ２億８，０００万円 り災証明書が必要

１　金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進
　　捗の報告を行う中小企業者等の方(経営力強化保証を利用)

一般枠(４～１２月)
年０.１３５％～０.５２５％

⇒川崎市：年０．３１５％～
１．２２５％補助後の料率

一般枠(１～３月)
年０.２２５％～０.８７５％

⇒川崎市：年０．２２５％～
０．８７５％補助後の料率

２　中小企業信用保険法第２条第５項第５号の認定を受け、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を
　　受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等の方
　　(経営力強化保証を利用)

セーフティネット枠(４～１２月)
年０.２３０％

⇒川崎市：年０.５３５％

補助後の料率

セーフティネット枠(１～３月)
年０.３８３％

⇒川崎市：年０.３８２％
補助後の料率

１  次の(1)～(7)のいずれかに該当する中小企業者等の方
(1)最近１か月間の売上高が、直近3年のいずれかの年の同月の売上高と比較して１０％以上減少している方
(2)最近１か月間の売上高総利益率が、直近３年のいずれかの年の同月の売上高総利益率と比較して１０％以上
　減少している方
(3最近１か月間の売上高総利益率が、直近３決算期のいずれかの売上高総利益率と比較して１０％以上減少して
　いる方
(4)直近決算の売上高総利益率が、過去３決算期のいずれかの売上高総利益率と比較して１０％以上減少してい
　る方
(5)最近１か月間の売上高営業利益率が、直近３年のいずれかの年の同月の売上高営業利益率と比較して１０％
　以上減少している方
(6)最近１か月間の売上高営業利益率が、直近３決算期のいずれかの売上高営業利益率と比較して１０％以上減
　少している方
(7)直近決算の売上高営業利益率が、過去３決算期のいずれかの売上高営業利益率と比較して１０％以上減少
　している方

年０.０００％
⇒川崎市：年０.４５０％～
１.９００％補助後の料率

２  中小企業信用保険法第２条第５項第５号の認定を受けた中小企業者等の方であって、上記(1)～(7)のいずれ
　かに該当する方

年０.０００％
⇒川崎市：年０.７６５％

補助後の料率

保証付融資の借換えをすることにより、月々の返済負担の軽減及び資金調達の円滑化が図れる中小企業者等の方 年２.１％以内
　運転資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

事業計画書(第５号様式)が必要

条 件 変 更 改 善
型 借 換 資 金

保証付融資の全部又は一部について、返済条件を緩和している中小企業者等の方であって、金融機関及び認
定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小
企業者等の方(条件変更改善型借換保証を利用)

１０年以内    年２.１％以内
１０年超       年２.６％以内

　運転資金１５年以内
　（据置１年以内を含む）
　※新規融資を含む場合、据置は２年以内

川崎市信用保証協会が定める
書類が必要

再建計画等を策定し、償還の確実性が認められ、企業再建を図る強い意思を持ち、金融機関からの支援体制が
構築されており今後も継続支援が確実で、次のいずれかに該当する中小企業者等の方
⑴神奈川県中小企業活性化協議会の支援を受けて再建計画を策定し、企業再建を図ろうとする方
⑵川崎市信用保証協会が設置する外部審査会が当該中小企業の事業再生に資すると見込まれるものとして答
　申を行った再生計画により企業再建を図ろうとする方
(求償権消滅保証(◎)を利用)

年２.８％以内
年０.２２５％～１.１００％

⇒川崎市：年０.２２５％～
１.１００％補助後の料率

　運転資金・設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

川崎市信用保証協会が定める
書類が必要

経営改善サポート
型 企 業 再 建 資 金

経営サポート会議や神奈川県中小企業活性化協議会、認定経営革新等支援機関等の支援を受け策定した事業
再生等の計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者の方
(事業再生計画実施関連保証(一部◎)を利用）(▲)

１０年以内    年２.３％以内
１０年超       年２.８％以内

年０.３４０％又は年０.４００％
⇒川崎市：年０.３４０％又は
年０.４００％補助後の料率

　運転資金・設備資金１５年以内
　（据置１年以内を含む）

川崎市信用保証協会が定める
書類が必要

※１　変動金利の「短プラ」とは、金融機関が１年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。
※２　運転資金の資金使途は移転費用等に限ります。設備資金の資金使途は、土地取得費、建物建設費、敷金、入居保証金、改装費及び機械設備費等に限ります。
※３　融資限度額は、創業関連保証・再挑戦関連保証・スタートアップ創出保証は併せて３,５００万円まで(市融資制度分以外も含む)です。
※４　「プロパー融資」とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことです。
※５　大規模な経済危機や災害発生時に、国が指定する期間(原則１年間)のみ利用が可能となる資金です。

売上高減少等要件確認書(第１８号様式)
が必要
セーフティネット保証５号の場合は上
記に加えて、市町村又は特別区の認定
書
※借換えも含み全て責任共有対象
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合
は、融資対象者欄中、「直近3年のいず
れかの年の同月の売上高」「直近3年の
いずれかの年の同月の売上高総利益率」
又は「直近3年のいずれかの年の同月の
売上高営業利益率」については、それぞ
れ「最近3か月間の月平均売上高」「最
近3か月間の月平均売上高総利益率」又
は「最近3か月間の月平均売上高営業利
益率」に読替え

　運転資金５年以内
　（据置１年以内を含む）
　設備資金７年以内
　（据置１年以内を含む）
   ただし、本資金によって保証付き
   の既往借入金を借り換える場合は
   １０年以内
  （据置１年以内を含む）
　※融資対象者２の場合はコロナ関連融資
　　からの借換えのみ。

経営力強化保証申込人資格要件等届出
書(第１３号様式)及び事業行動計画書
(申込人が策定したもの)が必要
セーフティネット保証５号の場合は上
記に加えて、市町村又は特別区の認定
書
※借換えも含み全て責任共有対象

緊 急 経 営 応 援 資 金
（短期）１年以内　　　　年１.５％以内
（長期）１年超３年以内　年１.８％以内３，０００万円

借 換 支 援 資 金

２億８，０００万円

保証承諾額(残高)８,０００万円以下
年０.４５０%～０.９５０%

⇒川崎市：年０.０００％～
０.９５０％補助後の料率

保証承諾額(残高)８,０００万円超
年０.４５０%～１.９００%

⇒川崎市：補助なし

　運転資金３年以内
　（据置１年以内を含む）

 年１.９％以内

・責任共有制度の対象外となる資金は、(◎)印で示してあります。
・特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)の方が利用できない資金は、(▲)印で示してあります。
・★印の資金については、「ＳＤＧｓ・脱炭素化取組支援融資」の取扱いが可能です(詳しくは５～６ページ参照)。
　なお、信用保証料率で「⇒川崎市：補助なし」と記載がある資金についても★印がついているものは「ＳＤＧｓ・脱炭素化取組支援融資」の対象となります。
・信用保証料の上乗せで経営者保証が不要となる「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用できる場合があります(市の補助の対象外です)。

企
業
再
建
に

取
り
組
む
方

企 業 再 建 資 金

２億８，０００万円

市町村又は特別区の認定書が必要　運転資金・設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

危 機 対 策 資 金

災 害 対 策 資 金 ８，０００万円
年１.９％以内

　運転資金・設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）年０.４５０％

⇒川崎市：年０.４５０％
補助後の料率

　運転資金・設備資金５年以内
　（据置１年以内を含む）

取扱金融機関による確認書
(第３号(1)様式又は第３号(2)様式)
が必要

年１.８％以内

８，０００万円

年０.４５０％～０.９５０％
⇒川崎市：年０.０００％～
０.９５０％補助後の料率

　運転資金・設備資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

取扱金融機関による確認書
(第３号(1)様式又は第３号(2)様式)
が必要

年２.０％以内

　運転資金１０年以内
　（据置１年以内を含む）

制　度　名

売
上
や
利
益
が
減
少
し
て
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る
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経
　
営
　
安
　
定
　
資
　
金

不況対策資金（５年型） ３，０００万円

年０.４５０％～０.９５０％
⇒川崎市：年０.０００％～
０.９５０％補助後の料率

年０.４５０％
⇒川崎市：年０.４５０％

補助後の料率

【経営力強化を図りたい方】
伴 走 支 援 型
経 営 力 強 化 資 金

１億円

不況対策資金（10年型）


